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　昨年１０月の改選で再選さ

れました理事長の倉持でござ

います。心を新たにしてこの

重責を全うしていく所存です。

我が国の農業、特に米作農業

には厳しい経営状況が進行し

ていますが、この傾向は年々

加速していくものと考えられ

ます。このような時期だからこそ、私たちは稲作の最

も重要な灌漑施設と環境を守り、組合員皆様の営農を

バックアップしていかなければと思っております。

　当改良区役員・組合員の皆様には、各種事業の推進

に日頃より多大なご理解とご協力を賜り厚く御礼を申

し上げます。

　また、茨城県県南農林事務所、管内各市、そして茨

城県土地改良事業団体連合会等、関係機関の皆様にも、

格段のご支援ご協力を頂き重ねて御礼を申し上げま

す。

　さて、ここ数年で劇的に改善されてきた、当区発注

事業の工期遅延が、受注各社の努力のおかげで平成

２７年度は尚一層の改善が見られました。改めまして

関係各位に感謝を申し上げます。

　平成２７年度の主な県営事業については、経営体育

成基盤整備事業藤代北部地区や地盤沈下対策事業福岡

堰４期地区、小貝東部２期地区と整備を進めています。

又、基幹水利施設ストックマネジメント事業本田排水

機場地区も調査を終わって本体の整備に着手しまし

た。しかし、昨年度は各事業とも国の予算が大幅にカッ

トされ事業によっては事業完了時期が大幅に伸びてし

まう可能性が生じてきました。今年度は、昨年度末の

補正予算の繰越しもあり昨年よりは改善されることを

期待しておりますが、気を緩めること無く、昨年以上

に県の関係者と協力し国の機関に要望等で働きかけて

行きます。

　県営経営体育成基盤整備事業の次期計画としては、

伊奈三期地区の計画を進めていくつもりですが、採択

の条件が今までよりかなりハードルが高くなっていま

すので、関係役員・総代と地元組合員の皆様と協議し

ながら慎重に進めていきます。

　また、「多面的機能支払交付金」事業の実施状況で

すが、当区として一昨年から管内の集落を対象に説明

会を実施しながら力を注いできた結果、その後１２集

落で組織結成の機運が高まり市の理解も得られて、つ

くばみらい市で１１組織と取手市で２組織が昨年度か

ら活動しております。この他３組織が今年度には設立

承認され活動できる見込みです。今後もこの施策を積

極的に取り入れて、活動組織が益々増えていくよう努

めていきますので、これ以外の各集落の皆様にも前向

きに検討して頂きたいと願っております。又、この事

業と対をなして車の両輪と思われる農地集積に関わる

「農地中間管理事業」も当区管内でも浸透しつつ実績

も上がってはいますが、未だ国の計画とは程遠い進捗

状況です。確かに多くの農家に離農を求める一面も有

り受け入れに抵抗感も有ることと思いますが、規模拡

大を推進し経営基盤の強化を進めなければこの国の農

地と農業が守られない状況にある今、各農家が積極的

にこの事業に参加することが必要と考えます。組合員

の皆様には今後も正確な情報を提供するとともに、国

には農地集積と共に次世代の担い手となる経営体の育

成が喫緊の課題であることを訴えながら推進して参り

ます。

　尚、私たちの重大関心事であります環太平洋経済連

携協定（ＴＰＰ）に関しては、協定案と関連法案の今

国会での成立に向けて審議に入るはずでしたが、現時

点では、与野党対立で混乱し特別委員会も開催出来な

い状況で、今国会での成立が危ぶまれています。この

問題は日本の農業の将来を決める重大な案件で、２０

年・３０年後の私たちの次の世代の農業と食に関わる

問題です。政争の道具などにしないで真剣に審議を尽

くし、結果を出して我が国の農業の将来を確固たるも

のにして頂きたいと願うばかりです。私たちも機会あ

る度に声を大にして訴えていきます。

　最後になりましたが、組合員の皆様そして各関係機

関の皆様のご健勝と更なるご発展をご祈念申し上げま

してご挨拶と致します。

 　４月の定期異動によりまし

て、茨城県県南農林事務所土

地改良部門長としてまいりま

した飯塚でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

　また、福岡堰土地改良区の

皆様方には、日頃より当管内

の農業農村整備事業の推進に

あたりまして、特段のご支援とご協力を賜り誠にあり

がとうございます。紙面をお借りしまして厚く御礼申

福岡堰土地改良区　理事長　倉持　悦典

茨城県県南農林事務所
土地改良部門長　飯塚　弘幸
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し上げます。

　農業・農村を取り巻く情勢は、担い手不足や高齢化、

人口減少や少子高齢化に伴う国内市場の縮小、ＴＰＰ

大筋合意による貿易自由化の動きなど、今後も厳しい

環境が予想されております。

　県では、このような状況に対応するため、新たな「茨

城農業改革大綱」を策定したところであり、ブランド

化や６次産業化、輸出などに取り組む革新的な産地づ

くりや経営感覚に優れた経営体の育成、畜産や水田農

業の国際競争力の強化などを重点的に取組ことといた

しました。

　また、農業農村整備では「第８次土地改良五カ年計

画」を策定し、力強い農業と活気あふれる農村の実現

に向けて、ほ場の大区画化や農地集積等による水田農

業の低コスト化、畑地かんがい施設整備等による高品

質な青果物を安定供給できる産地づくり、老朽化の進

む農業水利施設の長寿命化対策、地域資源を活用した

多面的機能支払交付金などの取組を進めてまいりま

す。本県農業を持続的に発展させていくには、これら

の取組を計画的かつ着実に進める必要がありますの

で、より一層のご協力をお願いいたします。

　次に、福岡堰土地改良区内で実施しております県営

事業の平成２８年度の事業概要について紹介させてい

ただきます。まず、経営体育成基盤整備事業の伊奈二

期地区では、幹線道路工事を、同じく藤代北部地区で

は排水路護岸工事を予定しております。また、地盤沈

下対策事業の福岡堰４期地区では谷井田落排水路工事

を、小貝東部２期地区では谷井田用水路と九ヶ村用水

路の整備を引き続き予定しております。さらに、基幹

水利施設ストックマネジメント事業の本田排水機場地

区では２号ポンプの仕切弁の補修工事を予定しており

ます。平成２８年度予算につきましては、依然として

国の予算が厳しく、要望した予算が十分に割当されて

いない状況です。このため、本年度も、農業農村整備

事業の予算確保に向けまして、地元の声をあらゆる機

会を捉えまして国へ要望していくとともに、コスト縮

減に努め効率的に事業を進めてまいりますので、引き

続き、皆様方のご理解とご支援をよろしくお願いいた

します。

　最後になりますが、福岡堰土地改良区の益々のご発

展と組合員の皆様方のご健勝・ご多幸をお祈り申し上

げましてご挨拶といたします。

茨城県土地改良事業団体連合会
　県南事業所長　遠藤　宗雄

　４月の定期異動によりまし

て、土地改良事業団体連合会

県南事業所に赴任いたしまし

た遠藤でございます。どうぞ

よろしくお願い致します。

　福岡堰土地改良区の皆様方

には、常日頃より農業農村整

備事業の推進はもとより本会

の業務運営に対しまして、特段のご支援ご協力を賜り、

紙面をお借りしまして厚く御礼申し上げます。

　近年の農業農村を取り巻く情勢は、農業従事者の高

齢化や減少、耕作放棄地の増大、農地の集積・集約化

や畑地基盤の遅れ、農業水利施設の老朽化など様々な

課題に直面しています。さらに、環太平洋パートナー

シップ協定（ＴＰＰ）をはじめとする貿易自由化の影

響により、地域農業を支える担い手の営農活動ばかり

でなく、農業農村の有する多面的機能の維持・発揮に

も大きな影響を与えることが予想されます。

　このような中、国においては、農業を足腰の強い産

業としていくための産業政策と、農業・農村の有する

多面的機能を発揮させるため地域政策を車の両輪とし

て進める「農林水産業・地域の活力創造プラン」「食料・

農業・農村基本計画」また、高度経済成長期に集中的

に整備されたインフラが今後一斉に老朽化していく状

況に対処し、また巨大地震等の大規模災害に備える必

要性等から、「インフラ長寿命化基本計画」が策定さ

れたところであります。

　また、農業の競争力強化を図る取組として、農地中

間管理機構の稼働による担い手への農地集積・集約化

や農地大区画化等の基盤整備を行い、麦、大豆、飼料

用米等の戦略作物の作付け化による主食用米の需給に

応じた生産や水田をフル活用し、多面的機能の発揮、

耕作放棄地の解消、食料自給率の向上を図り、所得確

保と経営安定の改革を着実に行うとしています。この

取組が貴改良区においても、農家経営の安定化につな

がることに期待するところであります。

　連合会といたしましても、会員の皆様及び、行政と

連携を図りながら農業農村整備事業を的確かつ迅速に

実施するための、技術面での援助ができる技術者集団

となり得るよう、時代の変化に対応した幅広い知識の

習得や技術力の向上を図って参ります。皆様方には、

なお一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。

　結びに、福岡堰土地改良区の益々のご発展と、組合

員の皆様方のご健勝をご祈念申し上げましてご挨拶と

致します。
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　福岡堰土地改良区の総代の任期満了に伴う総選挙

が、つくばみらい市選挙管理委員会の管理のもとに各

選挙区において執行され、次の方々が当選し、平成

２７年９月２８日から就任され、任期４年間当土地改

良区の発展のため、御尽力を頂くことになりました。

　又、役員の任期満了に伴う総選挙が平成２７年１０

月７日開催の臨時総代会にて執行され、次の方々が当

選し、平成２７年１０月２５日から就任されました。

　第４区つくばみらい市豊地区の海老原勉総代が、就

任後御逝去されました。生前土地改良区の運営及び土

地改良事業の推進に御尽力を賜り深く感謝を申し上

げ、謹んで御冥福をお祈り致します。

｛総代６０名｝
第１区　つくばみらい市福岡地区

飯野　喬一 飯泉　　正 髙津　芳夫
飯泉　秀夫

第２区　つくばみらい市十和地区
谷口　眞一 野村　健一 飯塚　　清
石塚　時夫 片見　育司 飯泉　嘉朗
松島　　功 小菅　新一

第３区　つくばみらい市谷原地区
福田　利章 風見　　登 横瀬　正夫
関　　利家 古谷　道男 横瀬　光一
本多　定世 小島　正実 神立　敬司

第４区　つくばみらい市豊地区
榎田　　実 吉葉　長次 中村　繁夫
稲葉　竹男 （故）海老原勉 岡野　孝子

第５区　つくばみらい市谷井田地区
染谷　　治 秋田　榮一 松村　英雄
海老原敦世 宮本　清貴

第６区　つくばみらい市三島地区
鈴木喜代志 寺田　　操 倉持　悦典
福田　京二 沖田　敏昭 大久保重男

第７区　つくばみらい市東地区
山田　　治 廣瀬　常次 和泉　忠言

第８区　つくばみらい市小張地区
宮田一日出 飯野　　茂 山口　勝弘
大山　　繁 大山　仁一

｛役員１９名｝
理 事 長

倉持　悦典
副理事長

谷口　眞一 吉葉　長次
理　事

飯塚　　清 宮田一日出 大久保　衛
鈴木　亮寛 稲葉　竹男 山田　　治
島田　盛一 風見　　登 海老原敦世
須藤　　剛 鈴木喜代志 古谷　道男
飯野　喬一 （席次順）

総括監事
松村　英雄

総括監事職務代理者
髙津　芳夫

監事
本多　定世

( 敬称略 )

第 ９ 区　つくばみらい市板橋地区
秋葉　賢一 島田　盛一 臼井　　勉

第 10 区　取手市久賀地区
軽部　武司 吉田　好喜 倉持　　曻
内藤　　榮 沼崎　義道 大久保　衛

第 11 区　常総市川又地区
染谷　　稔

第 12 区　常総市大生地区
市村　勝美 須藤　　剛 根岸　　毅

第 13 区　常総市五箇地区
朝川　　剛
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　平成２７年１０月７日 ( 水 )、当土地改良区事務所会議室において、臨

時総代会が開催され、つくばみらい市谷原地区の神立 敬司総代を議長に

選出し、次の議案について審議し、全議案原案通り承認及び可決決定さ

れました。

第 １ 号議案　福岡堰土地改良区総代席次決定について

第 ２ 号議案　福岡堰土地改良区役員総選挙執行について

第 ３ 号議案　福岡堰土地改良区規約の一部を改正する規約

第 ４ 号議案　福岡堰土地改良区総務委員会規則（案）の制定について

第 ５ 号議案　福岡堰土地改良区運営委員会規則の廃止について

第 ６ 号議案　福岡堰土地改良区財政委員会規則の廃止について

第 ７ 号議案　福岡堰土地改良区工事委員会規則の一部を改正する規則

第 ８ 号議案　福岡堰土地改良区指名競争入札参加選定等規程の一部を改正する規程

第 ９ 号議案　平成２６年度事業報告の承認について

第１０号議案　平成２６年度財産目録の承認について

第１１号議案　平成２６年度会計収入支出決算の承認について

　（ア）一般会計

　（イ）常勤役職員退職給与積立金特別会計

　（ウ）地区除外決済金特別会計

　（エ）地区除外決済金積立金特別会計

　（オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計

　（カ）農業基盤整備促進事業特別会計

　（キ）県単土地改良事業特別会計

第１２号議案　平成２７年度組合費賦課率及び徴収方法の議決中、一部変更について

第１３号議案　平成２７年度土地改良施設維持管理適正化事業施行議決中、一部変更について

　平成２７年１０月７日 ( 水 ) 開催の臨時総代会において承認を得ました、平成２６年度財産目録及び会計収入支

出決算は次の通りです。

資　　　　　産 負　　　　　債

流　動　資　産 ４７，９２９，７１８ 長　期　負　債 ０

特　定　資　産 ６５０，３９３，７７３ 短　期　負　債 ６５０，１４３，７７３

固　定　資　産 １８６，７０８，０４０

計 ８８５，０３１，５３１ 計 ６５０，１４３，７７３

（単位：円）

財　　産　　目　　録

平成 26 年度決算について
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会 計 収 入 支 出 決 算

差引残額　３８，９１９，９４９円は、平成２７年度へ繰越

収　　入

２、財産収入
　　（0.05%）
２、財産収入
　　（0.05%）

１、組合費（71.25%）１、組合費（71.25%）

３、補助金交付金
　　（8.29%）
３、補助金交付金
　　（8.29%）

４、負担金寄付金
　　（5.98%）
４、負担金寄付金
　　（5.98%）

５、雑収入（1.46%）５、雑収入（1.46%）
６、繰入金（0.00%）６、繰入金（0.00%） ７、繰越金（12.96%）７、繰越金（12.96%）

支　　出

２、維持管理費
　　（13.13%）
２、維持管理費
　　（13.13%）

１、事務費（34.39%）１、事務費（34.39%）

３、事業費（35.64%）３、事業費（35.64%）

４、財産費
　　（0.55%）
４、財産費
　　（0.55%）

５、借入費
　　（0.00%）
５、借入費
　　（0.00%）

６、負担金繰出金
　　（13.99%）
６、負担金繰出金
　　（13.99%）

８、予備費（0.00%）８、予備費（0.00%）７、諸費（2.31%）７、諸費（2.31%）

収　　　　　入 支　　　　　出

款 金　　額 款 金　　額

１. 組 合 費 ２０４，５９６，５５８ １. 事 務 費 ８５，３５６，０５１

２. 財 産 収 入 １４４，０００ ２. 維 持 管 理 費 ３２，５８８，８９５

３. 補 助 金 交 付 金 ２３，８０５，２００ ３. 事 業 費 ８８，４６４，４２２

４. 負 担 金 寄 付 金 １７，１６３，４８２ ４. 財 産 費 １，３５８，２４２

５. 雑 収 入 ４，２０３，４３２ ５. 借 入 費 ０

６. 繰 入 金 １０，５１２ ６. 負 担 金 繰 出 金 ３４，７１６，６６９

７. 繰 越 金 ３７，２２１，２１８ ７. 諸 費 ５，７４０，１７４

８. 予 備 費 ０

計 ２８７，１４４，４０２ 計 ２４８，２２４，４５３

（単位：円）

会　　計　　別 収入決算額 支出決算額 差 引 残 額 摘　　　要

（イ）常 勤 役 職 員 退 職
給 与 積 立 金 ８５，７５３，８８１ ０ ８５，７５３，８８１ 平成２７年度へ繰越

（ウ）地 区 除 外 決 済 金 ４，２４５，２５８ ４，２４５，２５８ ０

（エ）地 区 除 外 決
済 金 積 立 金 ３１６，７７４，０２２ １０，８００ ３１６，７６３，２２２ 平成２７年度へ繰越

（オ）備 品 費 及 び 財 産
費 引 当 積 立 金 ２４７，６２６，６７０ ０ ２４７，６２６，６７０ 平成２７年度へ繰越

（カ）農 業 基 盤 整
備 促 進 事 業 ７９，９８７，２６３ ７９，９８７，２６３ ０

（キ）県 単 土 地 改 良 事 業 ２５，１４０，２４９ ２５，１４０，２４９ ０

計 ７５９，５２７，３４３ １０９，３８３，５７０ ６５０，１４３，７７３

（単位：円）
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　平成２８年３月２９日 ( 火 )、当土地改良区事務所会議室において、通

常総代会が開催され、つくばみらい市谷井田地区の宮本 清貴総代を議長

に選出し、次の議案について審議し、全議案原案通り承認及び可決決定

されました。

第１４号議案　福岡堰土地改良区定款の一部改正について

第１５号議案　福岡堰土地改良区役員等の給与及び旅費並びに費用弁償に関する規程の一部を改正する規程

第１６号議案　平成２７年度組合費賦課率及び徴収方法の議決中、一部変更について

第１７号議案　平成２７年度農業基盤整備促進事業施行議決中、一部変更について

第１８号議案　平成２７年度地区除外決済金積立金の運用処分の変更について

第１９号議案　平成２７年度会計収入支出補正予算（案）の議決について

　（ア）一般会計

　（エ）地区除外決済金積立金特別会計

　（カ）農業基盤整備促進事業特別会計

第２０号議案　平成２８年度土地改良施設の被買収等に係る契約締結について

第２１号議案　平成２８年度組合費賦課率及び徴収方法の議決について

第２２号議案　平成２８年度土地改良施設維持管理適正化事業の施行について

第２３号議案　平成２８年度農業基盤整備促進事業の施行について

第２４号議案　平成２８年度県単土地改良事業の施行について

第２５号議案　平成２８年度地区除外決済金積立金の運用処分について

第２６号議案　平成２８年度会計収入支出予算（案）の議決について

　（ア）一般会計

　（イ）常勤役職員退職給与積立金特別会計

　（ウ）地区除外決済金特別会計

　（エ）地区除外決済金積立金特別会計

　（オ）備品費及び財産費引当積立金特別会計

　（カ）農業基盤整備促進事業特別会計

　（キ）県単土地改良事業特別会計

第２７号議案　平成２８年度予算内一時借入金限度額の議決について

平成２７年度事業報告について

◆県営地盤沈下対策事業　福岡堰４期地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

谷 井 田 沼 落 排 水 路

第 4 − 1 工 区 
排水路工 Ｌ＝ 177.6 Ｌ型水路 2.8×1.2
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◆県営地盤沈下対策事業　小貝東部２期地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

九 ヶ 村 用 水 路 
第 ２ 工 区 

用水路工 Ｌ＝ 142.8 三面水路 0.85 〜 0.95×0.7 〜 0.75

県営地盤沈下対策事業福岡堰４期地区 谷井田沼落排水路　施工前（左）・施工後（右）

県営地盤沈下対策事業小貝東部２期地区 九ヶ村用水路　施工前（左）・施工後（右）

◆県営経営体育成基盤整備事業　藤代北部地区◆

工　事　名 工　事　内　容　（ｍ）

排水路護岸工事その４ 排水路工 Ｌ＝ 709.6 排水フリューム 0.4 〜 1.2×0.6 〜 0.9

排水路護岸工事その５ 排水路工 Ｌ＝ 276 排水フリューム 0.6×0.6
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◆土地改良施設維持管理適正化事業（第３６・３８期生）◆

工　事　名 工　事　内　容

伊 丹 自 動 水 位 調 整

ゲ ー ト 改 修 工 事
扉体更新工 ｎ＝１門

福 岡 堰 頭 首 工 ゲ ー ト

内 面 塗 装 工 事
ゲート内面塗装工 ｎ＝２門

◆農業基盤整備促進事業◆

工　事　名 工　事　内　容

排 水 路 護 岸 工 事 小排水路護岸工 Ｌ＝ 577.7m

道 路 横 断 排 水
暗 渠 改 修 工 事

道路横断排水暗渠改修工 ｎ＝ 7 ヶ所

上 萱 場 機 場 移 設 工 事 機場移設工 ｎ＝ 1 ヶ所

◆　そ　の　他　の　工　事　◆

種　　別 工　事　内　容

内 郷 工 事 幹線・支線・中用水路補修工、幹線・中排水路補修工

特 別 工 事 道路横断排水暗渠改修工、安全施設復旧工

施 設 破 損

復 旧 工 事
用水路・安全施設復旧工

農 地 転 用 工 事 用排水路護岸工、出入口暗渠工
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（単位：円）

（単位：円）

一 般 会 計 収 支 共
２９２，５７９，０００円也

特 別 会 計 収 支 共
７０２，７０６，０００円也

平成 28 年度予算について

収　　　　　入 支　　　　　出

款 金　　額 款 金　　額

１. 組 合 費 ２０９，８８５，０００ １. 事 務 費 ９１，３２７，０００

２. 財 産 収 入 １３５，０００ ２. 維 持 管 理 費 ３８，８９７，０００

３. 補助金及び交付金 ２４，０７８，０００ ３. 事 業 費 ９１，５５２，０００

４. 負担金及び寄付金 １２，０２９，０００ ４. 財 産 費 ５，０００，０００

５. 雑 収 入 １，４２０，０００ ５. 借 入 費 １，０００

６. 繰 入 金 １５，０３２，０００ ６. 負 担 金 繰 出 金 ５１，１９５，０００

７. 繰 越 金 ３０，０００，０００ ７. 諸 費 ６，５０１，０００

８. 予 備 費 ８，１０６，０００

計 ２９２，５７９，０００ 計 ２９２，５７９，０００

会　　計　　別 収入予算額 支出予算額

（イ）常 勤 役 職 員 退 職 給 与 積 立 金 ６５，７５４，０００ ６５，７５４，０００

（ウ）地 区 除 外 決 済 金 ３，８１２，０００ ３，８１２，０００

（エ）地 区 除 外 決 済 金 積 立 金 ３２２，８５６，０００ ３２２，８５６，０００

（オ）備 品 費 及 び 財 産 費 引 当 積 立 金 ２５２，６８２，０００ ２５２，６８２，０００

（カ）農 業 基 盤 整 備 促 進 事 業 ５４，６０１，０００ ５４，６０１，０００

（キ）県 単 土 地 改 良 事 業 ３，００１，０００ ３，００１，０００

計 ７０２，７０６，０００ ７０２，７０６，０００

収　　入

２、財産収入（0.05%）２、財産収入（0.05%）

１、組合費（71.74%）１、組合費（71.74%）
３、補助金及び交付金
　　（8.23%）
３、補助金及び交付金
　　（8.23%）

４、負担金及び寄付金
　　（4.11%）
４、負担金及び寄付金
　　（4.11%）

５、雑収入（0.49%）５、雑収入（0.49%）

６、繰入金（5.14%）６、繰入金（5.14%）
７、繰越金（10.25%）７、繰越金（10.25%）

支　　出

２、維持管理費
　　（13.29%）
２、維持管理費
　　（13.29%）

１、事務費（31.21%）１、事務費（31.21%）

３、事業費（31.29%）３、事業費（31.29%）

４、財産費
　　（1.71%）
４、財産費
　　（1.71%）

５、借入費
　　（0.00%）
５、借入費
　　（0.00%）

６、負担金繰出金
　　（17.50%）
６、負担金繰出金
　　（17.50%） ８、予備費（2.77%）８、予備費（2.77%）７、諸費（2.22%）７、諸費（2.22%）
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　当土地改良区管内には多数の用排水路があり、円滑な用水かんがいと排水を計るべく、毎年２回の藻刈り及

び堤塘草刈りを組合員皆様のご協力により実施しておりますが、用排水の通水を妨げないよう水路内への草の

落下に充分注意して頂き、落ちた場合には取り除いて頂くようご協力をお願い致します。

　又、近年刈払機による草刈り作業が多くなっており、事故の件数も増加しております。十分満足な補償とま

ではいきませんが、傷害保険には加入しておりますので事故やケガには充分注意して頂き、万一の場合には当

改良区へご連絡頂けますようお願い致します。

　尚、本年は第１回目が６月５日（日）、第２回目が７月２４日 ( 日 ) に予定されておりますので、ご協力の程

重ねてお願い致します。

▼管内用排水路の藻刈り及び堤塘草刈りについて

　管内には、用水の不足を補うための機場が数多く設置されています。この機場はあくまで用水の補給として

の施設でありますので、かんがい前や降雨の場合等は運転を停止し、節電のためにもこまめな運転管理をお願

いします。

▼揚水機場の運転について

　毎年お願いをしているところですが、用排水路へのごみの不法投

棄が一向に減らず、下流の用排水の通水に支障をきたしています。

　回収されるごみは、缶・びん・ペットボトル・家庭ごみ・汚物・

自動車のドア部品など多岐に亘ります。中には農業用ビニール・野

菜・果物等の農作物も含まれており、周りへの迷惑を承知で投棄す

る心ない行為に非常に悲しく残念に思います。これらの処理には毎

年多大な経費を要しており、組合員の皆様から納めて頂いている賦

課金を充用している状況です。この現状にご理解頂き、ごみに対す

る意識を高め、絶対にごみを捨てない、捨てさせないように皆さん

のご協力をお願い致します。

　又、各集落のごみ集積場は、用排水路から離れた敷地へ設置して下さるようお願い致します。ごみが散乱し、

用排水路へ流れることがありますので、ご協力の程重ねてお願いを致します。

▼ごみの投棄から水路を守ろう

“ゴミは必ず集積場へ”“誰もがみんな監視員”

お  知  ら  せ

▼交通事故等による施設の破損について
　福岡堰土地改良区管内の用排水施設、交通安全施設（ネットフ

ェンス等）が、毎年、交通事故等による施設破損件数増加の傾向

にあります。

　又、当事者が分からず、組合員の皆様から納入して頂いている

賦課金を、充用することになってしまう復旧工事件数も、同様に

増加の傾向にあります。

　交通事故等により施設を破損された方、破損事故を目撃された

方は、必ず当土地改良区へ連絡して下さるようお願い致します。

　尚、破損した施設の復旧工事に要する費用は、対物損害賠償責

任保険を適用することが出来ますから、加入している保険会社等を連絡して頂ければ、当土地改良区が現地調査の上、

保険会社等へ請求し、復旧工事を施工いたしますので、ご協力をお願い致します。

水 難 事 故 ゼ ロ へ 　 ご 協 力 を

　用水かんがいの時期は水路に常時通水しており、水深も深く、流れも速い状態です。危険ですので水難事故

にご注意下さい。特に子供たちの水遊びによる事故が懸念されます。ネットフェンス等の安全施設は設置してあ

りますが、子供たちを水難事故から守る為、ご家族に止まらず地域の皆様も一人ひとりが注意をしあい、「遊ば

ない」「遊ばせない」「近寄らない」を合い言葉に子供たちが水路の近くで遊ばないようご協力をお願い致します。
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茨城県つくばみらい市福岡１５４６番地

福 岡 堰 土 地 改 良 区
ＴＥＬ　０ ２ ９ ７ － ５ ２ － ４ ２ ３ ２

ＦＡＸ　０ ２ ９ ７ － ５ ２ － ６ ３ ４ ８

Ｈ　Ｐ　 h t t p : // www . f u k u o k a - s u i r i . o r . j p

E-mail　　i n f o ＠ f u k u o k a - s u i r i . o r . j p

庶　務　課＝庶 務 全 般 、 換 地 関 係

経　理　課＝会計、組合費賦課徴収関係

工務管理課＝工 事 全 般 、 用 水 配 分 関 係

こんな時には届出・申請が必要です！

　毎年５月に組合費通知書を発行しておりますが、面

積・組合員名に相違あるという連絡が多くあります。

　耕作地の移動又は組合員名に変更がある場合は、土

地改良法により、本人が土地改良区へ届け出ることに

なっておりますので、必ず届け出るようお願い致しま

す。

組合員変更及び耕作移動

　農地を農地以外のものに転用するときには、あらか

じめ土地改良区に地区除外の申請をして下さい。土地

改良区では、その土地を転用することにより、付近の

他の農地に被害がないかどうかを検討した後に土地改

良区の意見書等を交付します。その際に地区除外決済

金等を納めて頂きますが、これは土地改良法で義務づ

けられており、その土地を地区除外することにより、残

された農地が将来加重な負担にならないようにするた

めのものです。公共事業用地として買収又は寄付した

土地も同様に決済金等を納めて頂くことになりますの

で、事業主体（買収者）が手続きをするように充分に

話し合いをして下さい。手続きをしないと賦課されます

ので、注意して下さるようお願い致します。

農地を転用するとき

　組合費の納付につきましては、市役所窓口での納付

ができません。又、金融機関での振込納付の手数料は、

組合員さんご本人に負担して頂くことになりますので、

是非、口座振替納付をご利用下さい。

　手続きは簡単で、口座振替手数料の負担もありませ

んので、より多くの皆様からのお申し込みをお待ちし

ております。

口座振替の申し込み

　福岡堰土地改良区の区域内には、大小の用排水路が

あります。このうち排水路に浄化槽を通して雑排水等

を放流しようとする場合には、土地改良区の承認が必

要です。本来、排水路は農業排水が目的であり、各家庭、

事業所等から出る排水は、公共下水等で処理されるこ

とになっておりますが、その設備が無く、やむを得ず

排水路への放流が必要な場合は、農作物に対する影響

等を検討し、水質基準等を定め、認めております。土

地改良区の排水路へ浄化槽を通して雑排水等を放流す

るときは、必ず事前に承認を受けてから放流して下さ

い。

浄化処理水等を放流するとき

人　　事

酒 井  　 宏 氏  退職

　昭和５０年３月１日付にて就職して以来、約４１年

間に亘り本土地改良区のために活躍されましたが、平

成２８年３月３１日付を以て定年退職されました。永

い間、ご苦労様でした。

お世話になりました

田 崎  里 菜
　平成２８年４月１日付、庶務課に勤務しております。

宜しくお願い致します。

お世話になります

ホームページのご利用について
　当改良区ではホームページを開設しておりま
す。こちらでは組合員の皆様へのお知らせに加
え、当区の運営状況、沿革や概要等も掲載して
おりますので、ご利用頂けたら幸いです。また、
各種手続きに伴う申請書等を印刷することも出
来ますのでご利用下さい。

福岡堰土地改良区 検索


